
（一般質問）　令和５年６月12日

自由民主党　藤　川　隆　夫

１　ｔｓｍｃ進出による効果と課題

（１）ｔｓｍｃ進出を契機とした台湾との交流促進

質問　コロナ禍からの県経済の立て直しにおいて、

ｔｓｍｃ進出が起爆剤となる。九州フィナンシャ

ルグループの経済波及効果の試算では、工場稼働

から２年間で１兆8,000億円などで、さらなる経

済効果の創出には、台湾との交流深化が大事であ

る。まずは、経済交流の活発化が必要で、３月に

台湾最大の経済団体と覚書を締結するなど、既に

動きがあるが、現時点の台湾との経済交流の状況

及び県がどうサポートするのかを知事に尋ねる。

答弁（知事）　本年４月に、県工業連合会や台湾電

子設備協会等が熊本市でビジネス商談会を開催

し、５月には、台日商務交流協進会などが来熊さ

れ、企業商談交流会が開催された。これを機に、

今月29日には、台湾で県内経済５団体と業務協力

に関する覚書を締結されると伺っており、ますま

す経済交流が進むと確信している。また、600人

超の社員等が台湾から来られるので、様々な分野

で新たな交流が進み、地域経済への波及も期待さ

れる。そのため、台湾からのインターンシップ受

入れや商談会など、台湾との経済交流に向けた取

組を後押しする予算を本定例会に提案している。

（２）ｔｓｍｃ周辺農地の転用に係る農業者への支援

質問　ｔｓｍｃ進出の影響として、ｔｓｍｃ新工場

周辺では、多くの企業進出で農地が工業用地とし

て奪われるのではないかとの農家の不安の声があ

る。特に借地されている方は、地主から返却を求

められ、耕作可能な農地が減少しているとのこ

と。①この不安の声にどう応え、②農業用地と工

業用地をどう整理するのか、知事に尋ねる。

答弁（知事）　①農家が新たに農地を借地できるよ

う、市町村やＪＡ等と連携して利用可能な農地を

掘り起こし、耕作条件を整えるとともに、借地が

必要な農家とのマッチングの仕組みを早急に構築

する。さらに、飼料用トウモロコシの二期作への

さらなる転換を促進するなど、安心して営農でき

る取組を進めてまいる。②工業用地を農地の基盤

整備が行われていない区域に集約、誘導し、農業

振興と企業進出の両立に取り組んでいる。

（３）半導体関連企業の受入れ環境の整備

質問　ｔｓｍｃは、第２工場建設場所に熊本を優先

して検討するとの報道があった。今後も半導体関

連企業に熊本を選んでいただくため、渋滞対策な

ど受入れ環境整備を急ぐ必要がある。知事は、優

先して大津植木線の多車線化等を進めていると思

うが、新たな企業進出を見据え、交通渋滞へのさ

らなる対策をどう進めるのか、知事に尋ねる。

答弁（知事）　半導体関連企業の集積が見込まれる

セミコンテクノパーク周辺の道路ネットワークの

抜本的対策が必要と考えており、中九州横断道路

の合志インターと大津西インターの間の新たなイ

ンターチェンジ設置及びＪＡＳＭ等の立地エリア

とを直接結ぶ道路等の整備の検討を進める。これ

により、物流機能の向上と周辺道路の渋滞解消に

大きな効果を発揮すると考えている。

２　ワンヘルスの推進と獣医師の確保

質問　ワンヘルスとは、人と動物の健康と環境の健

全性は一つと捉え、これを一体的に守ろうという

考え方である。新型コロナも人獣共通感染症で、

今後も未知のウイルス感染症が頻発する可能性も

ある。先進の福岡県は、研究拠点施設の整備を進

めており、熊本県も早急に体制整備すべきと思う

が、①県内拠点をどうするのか。第８次保健医療

計画にどう位置づけ、医療関係者のみならず、県

民等の協力をどう求めていくのか尋ねる。②公務

員獣医師が充足できない状況だが、ワンヘルス推

進に獣医師は必須であり、給与を医療職と同等と

するとか、定年延長など、大胆な改革が必要と考

えるが、その方針と覚悟を知事に尋ねる。

答弁（知事）　①県では、保健環境科学研究所や家

畜保健衛生所等で、マダニ媒介感染症の注意喚起

や犬、猫、野生動物の病原微生物の保有状況等に

関する調査などに取り組んでいる。ワンヘルスの

実践には、様々な分野の専門家等と一体となって

取り組む必要があり、専門家等の御意見も踏まえ

ながら、第８次保健医療計画等への位置づけを検

討する。また、県と医師会や獣医師会等が連携

し、何ができるのか検討してまいる。②公務員獣

医師については、大学へのリクルートや修学資金

貸付制度の創設、初任給調整手当などに力を入れ

てきた。県として、さらにどのような改善ができ

一般質問の概要
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るか、あらゆる可能性を追求してまいる。

３　熊本地震からの創造的復興と課題

質問　益城町の４車線化事業は、３月に広崎まで供

用開始され、令和７年度には木山まで供用可能と

なるよう整備が進められているが、事業の進行に

課題はないか、今後の展望を尋ねる。土地区画整

理事業は、着手から４年８か月経ち、再建が進ん

でいるが、合意に時間がかかるケースが出てきて

いる。事業の現況及びこれからの取組を土木部長

に尋ねる。次に、復興に向けて、ｔｓｍｃ進出は

ビッグチャンスで、益城町でも様々な動きがあ

る。立地条件のよい益城町には波及効果が出てく

ると考えるが、県が把握している動きや県による

町へのサポート状況を商工労働部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　用地取得は、96％が契約を終え

ている。今年度中の取得完了を目指し、任意交渉

に努めるとともに、土地収用法に基づく手続も進

める。工事は、惣領交差点から終点の寺迫交差点

まで用地取得を終えた箇所から工事を進めてお

り、目標の令和７年度完了を目指して、着実に事

業を推進する。土地区画整理事業は、仮換地は、

約９割から合意を得ており、事業への理解が得ら

れるように説明を尽くし、引き続き、令和９年度

の事業完了に向けて、事業を推進してまいる。

答弁（商工労働部長）　益城町は、半導体関連企業

も注目する地域の一つで、空港に近い地の利を生

かした物流関係の動きも活発化している。また、

益城町では、町営工業団地の令和７年度分譲開始

に向け、今年度、実施設計の予定であり、県は調

査費等について補助金により支援している。さら

に、町に県職員３名を派遣しており、企業誘致な

どに町と連携して取り組む。来年２月、グラン

メッセ熊本で「くまもと産業復興エキスポ」を開

催し、台湾企業を中心に多くの企業に出展いただ

くなど、町の産業復興をサポートしてまいる。

４　ポストコロナの対応

（１）コロナ感染症５類変更後の医療提供体制

（２）ワクチン接種

質問　(1)新型コロナの５類変更により、医療提供

体制にも変化が見られ、５月８日以降は、確保病

床以外での受入れ環境の整備を促進するとしてい

る。これからも入院が必要な方が多数出ることも

予想され、病床確保は大事だが、病床確保料が半

額となっている。そこで、①現在の病床確保数と

発熱外来への県内での協力医療機関数はどうなっ

ているか。②コロナ後遺症への医療機関の協力状

況はどうか。(2)ワクチン接種について、多い方

で６回目となる令和５年春開始接種が６月４日時

点で6.4％と、県民の反応は鈍いと思う。各自治

体の取組について、健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　(1)①確保病床は、重症、中

等症患者の受入れに重点化し、５類変更前の最大

確保病床数の約６割相当の714床である。外来診

療医療機関は、第８波のピークから35か所増加

し、806か所で、季節性インフルエンザ流行時の

外来診療医療機関の約８割に相当する。②コロ

ナ後遺症に対応する医療機関は、県内に134か所

で、県ホームページでリストと各医療機関で対応

可能な症状も公表している。(2)ワクチン接種に

ついては、実施主体の市町村が様々な手段で広報

されている。県でも接種していただきたい方々へ

情報が届くよう周知に取り組んでまいる。

５　子ども医療費助成拡充後の取組状況

質問　令和４年12月定例会で知事は、県が負担する

子ども医療費助成を令和５年度から拡充すると答

弁された。現在、県下自治体の助成制度は、自治

体により異なり、無料化する自治体が増加してい

る。無料化は、以前から、過剰な受診や診療につ

ながるとも言われ、東京大学の調査でも過剰診療

が指摘されており、適切な受診と診療には自己負

担が必要と思う。そこで、県の拡充により、今年

度、県下の各市町村での施策がどうなりつつある

か、制度内容も含めて健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　医療費無償化による課題は

認識している。県としては、一定の自己負担や所

得制限を前提とした補助基準額を認定した上で市

町村へ助成しているが、おおむね全市町村が単独

予算を上乗せし、所得制限なく無償化している。

次に、市町村の対応状況については、新たに６市

町が子ども医療費助成の対象を拡充され、ほぼ全

市町村で高校生までの無償化が実現する。そのほ

か、産前産後の妊産婦サポートや子供の居場所づ

くりなどの取組の充実も図られている。
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（一般質問）　令和５年６月12日

立憲民主連合　西　　　聖　一

１　女性が輝く社会

質問　今回の統一地方選挙において、県議会議員選

挙で５人の女性議員が当選したことは、県政史上

初めてのことであり、今後の活躍が大いに期待さ

れる。一方、私が立っている登壇席の後方、執行

部側の答弁者には女性の姿がなく、昨年からはゼ

ロの状況で、九州各県と比べると女性登用が進ん

でいないと言わざるを得ない。今回の選挙結果で

女性議員が５倍になったことに対する所見並びに

期待像、そして、県の組織の管理職に女性が登用

されやすいように、県職員の女性活躍をどのよう

に進めているのか、知事に尋ねる。

答弁（知事）　過去最多となる女性議員５人の当選

は、女性の政治参加を求める県民の意識の変化

が、選挙結果に表れたのではないかと認識。県議

会においては、県民の多様な意見の代弁者である

各議員が議論を重ね、県勢の発展につながってい

くことを期待している。私が知事に就任して以

降、女性職員を県政のあらゆる分野で積極的に登

用し、活躍の場を広げてきた。これにより、知事

部局の課長級以上の管理職に占める女性の割合

は、就任時の4.2％から、現在は14.1％に増加し

ている。今後も、私が先頭に立って、県職員も含

めたあらゆる分野における女性の参画拡大、女性

の活躍に向けて、粘り強く取組を進めてまいる。

２　県職員の働き方改革の取組

質問　今年から、勤務間インターバル制度の試行と

男性職員の育児休業取得を促進するハッピーシェ

アウィークスという制度が新たに導入されてい

る。インターバル時間を確保するため、平日の業

務がたまってくると、その分を土日にせざるを得

ない職員も数多く出てきているようだ。ハッピー

シェアウィークスについては、素晴らしい取組だ

と考えるが、男性職員が休みたくても、周りの職

員に負担をかけるので休みにくいのではないかと

懸念している。制度導入して４か月ほどになる

が、対象男性数や利用率はどれくらいの現状か。

これら２つの制度は、先ほど述べたような問題点

はあるものの、働きやすい職場を目指す県の本気

の姿勢が見える良い制度だと思うが、定着に向け

た今後の取組について、総務部長に尋ねる。

答弁（総務部長）　勤務間インターバル制度は、長

時間勤務縮減のきっかけにしようするもの。同時

に、職員がインターバル時間を確保できない状況

にあることに管理職が早く気づき、業務分担を変

更するなど適切に対処することで、本制度の趣旨

が達せられるものと考えている。なお、本制度自

体、サービス残業を生じさせるものではないが、

運用面で目配りしていくことも必要と考えてい

る。ハッピーシェアウィークスの取組は、全ての

本県男性職員が育児休業を取得するという「育休

文化」の定着を目指して、本年１月から開始し

た。直近の集計では、取組開始後に子どもが生ま

れた知事部局男性職員は21人であり、全員が合計

14日以上の休暇や育児休業を取得している。結果

として、令和４年度における男性職員の育児休業

取得率は、41.2％と過去最高の割合であった。こ

れら２つの取組は、働く職員の幸せ実現や、優秀

な職員の確保、定着にもつながると認識している。

３　牛乳の生産安定と消費拡大対策について

質問　新型コロナ感染症拡大やロシア・ウクライナ

紛争によって、飼料・肥料・燃油等の不足や高騰

により、小資源国の我が国は、物価高が急速に進

み大変な状況になっている。このような現状が、

本県基幹産業の農林水産業に与える影響も大変大

きい。中でも、酪農家の厳しい現状は全国的に問

題となっている。これまで、酪農家の経営努力と

して、空いた農地を飼料畑として借り受け、自前

で飼料を確保する取組を進めてきた。しかし本県

では、ＴＳＭＣをはじめとする様々な半導体関連

企業が進出予定であり、工業用地を確保するため

に地主が、酪農家に飼料畑として貸していた農地

の返還を借主に訴えるという事態が生じてきてい

る。このままでは、飼料価格高騰や飼料畑不足に

より酪農家が廃業し、生乳が不足していくとので

はないかとの話もある。そこで、西日本一の酪農

県として、経営の維持、発展に向けた長期展望を

踏まえた、牛乳の安定供給のための戦略や消費拡

大対策について、農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　国においては、昨年度末に

「畜産・酪農緊急対策パッケージ」が措置され、
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配合飼料価格安定制度への特別補填等の飼料高騰

対策などが講じられている。県では、飼料価格高

騰の激変緩和措置として、昨年度、配合飼料価格

安定制度に係る生産者積立金の一部助成などを

行っており、本年度も継続したい。生産対策とし

て、効率的に後継の雌牛を確保する取組への助成

を行い、生乳の安定生産を図っていきたい。ま

た、県産牛乳の輸出拡大や、消費キャンペーンの

取組を支援していく。企業進出により酪農向け飼

料用農地の確保が困難となっている農家への対応

など、今後も関係団体と連携し、西日本一の酪農

県として、牛乳の安定供給につなげてまいる。

４　阿蘇くまもと空港の利用

質問　３月23日に阿蘇くまもと空港新旅客ターミナ

ルビルが供用開始された。新しい空港ビル内の飲

食店やグッズショップのほとんどは、手荷物検査

所を通過した方しか利用できず、知事が述べてい

る地域に開かれた賑わい空間が実現するのは、

2024年秋頃完成予定の２期目の構想とされてい

る。搭乗者しか利用できない状況を空港に伺った

が、セキュリティーの関係で一般者の利用は今の

ところ困難とのことであった。今回問題となって

いる点は、早急に改善すべきだと考えるが、「地

域に開かれた阿蘇くまもと空港」を目指しての今

後の取組について、企画振興部長に尋ねる。

答弁（企画振興部長）　阿蘇くまもと空港は、運営

会社である熊本国際空港株式会社により整備が進

められ、現在、旧国際線ターミナルビルの解体に

着手し「地域にひらかれた広場」を来秋頃に整備

予定である。それに合わせて、お見送りの方やお

迎えの方など、誰もが利用できる商業施設が開業

する計画である。当面の対応として、運営会社で

は、臨時の飲食店やキッチンカーの出店などの取

組を実施している。県としては、今後「地域にひ

らかれた広場」や新たな商業施設が開業すること

を、広く県民に周知し、一日も早く御利用いただ

けるよう、運営会社と協議を進めてまいる。

５　マンガ県くまもとの取組

質問　日本が誇るマンガ・アニメコンテンツは、世

界の若者に通じるものであり、世界平和や経済の

活性化に資するものと認識している。先日、高森

高校マンガ学科の取組等を視察し、あわせてマン

ガ・アニメのシリコンバレーを目指す高森町長の

施策や本年全線開通する南阿蘇鉄道の取組等も

伺った。高森町での取組からは、若者が夢の持て

るまちづくりなど、結果として地域活性化につな

がっていくような長期的な展望に立った施策を感

じた。これらを踏まえ、本県としては、今後の

「マンガ県くまもと」の取組をどのように進めて

いくのか、観光戦略部長に尋ねる。

答弁（観光戦略部長）　今年度は、来月全線開業す

る南阿蘇鉄道と連携し、『ONE PIECE』コラボ列車

を運行し、ロビン像が設置されている旧東海大学

阿蘇キャンパスに、震災ミュージアム「KIOKU」

をオープンする。令和２年７月豪雨の被災地であ

る人吉・球磨地域では、アニメ「夏目友人帳」と

コラボした取組を進めている。こうした取組を地

方創生につなげるため、人材育成の一環として、

本年４月から、高森高校マンガ学科に加え、平成

音楽大学の声優コースも開設した。蒲島県政４期

目の集大成となる本年、マンガ・アニメの力を最

大限に活用して、災害からの創造的復興、そして

地方創生の実現に向けて取り組んでまいる。

６　八代児童相談所管内への一時保護所の設置

質問　県南地域が管轄区域である八代児童相談所管

内には、県の閉鎖型の一時保護所がなく、開放型

の一時保護専用施設が１か所しかないため、事案

が発生するたびに、担当職員は大変な労力を伴う

と伺っている。そこで、例えば、廃校となった学

校施設等を活用し、一時的に職員を配置して対応

するシステムの導入や、県立の児童自立支援施設

の清水が丘学園に、緊急避難的な一時保護機能を

持たせるような対策も考えてはどうか。八代児童

相談所への一時保護所の設置について、どのよう

に考えているのか、健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　廃校となった学校施設等の

活用は、安全面や生活環境面、人材確保など様々

な課題があり、困難と考える。清水が丘学園は、

新たに稼働した後の利用状況等を踏まえ、活用の

可能性を検討したい。今後は、開放型の一時保護

専用施設の拡充に向けた更なる検討を進めるとと

もに、児童養護施設等と連携し、速やかな一時保

護委託ができる環境づくりを進めてまいる。
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（一般質問）　令和５年６月12日

公明党　城　下　広　作

１　熊本地震の総括

（１）７年間の総括

（２）祈念碑の周知

（３）防災センターと震災遺構を活用した防災教育

質問　(1)熊本地震からの復興は、被災者の努力と

県民の協力、政治や行政の後押しもあり成しえた

もの。改めて皆様方に敬意を表する。そこで、熊

本地震から７年間の取組の総括、(2)新防災セン

ターの一角に設置された祈念碑の周知について、

知事に尋ねる。(3)新防災センターと震災遺構を

児童生徒の防災教育の場所として有効活用する取

組について、教育長に尋ねる。

答弁（知事）　(1)創造的復興は着実に進んでいる一

方、住まいの再建や益城町の復興まちづくりな

ど、残された課題も存在している。引き続き、誰

一人取り残さないとの決意の下、創造的復興の総

仕上げに向け、全力で取り組んでまいる。(2)県

ホームページへの掲載やＳＮＳによる発信、県政

広報番組での紹介などを通じ、多くの方々に訪れ

ていただけるよう周知に努めてまいる。

答弁（教育長）　全ての学校に防災主任を設置、出

水期前に研修会を実施している。各学校で防災主

任が中心となり、児童生徒に対し、防災教育を計

画的に実施している。今後、防災センターや震災

ミュージアムを防災主任等の研修の場として活用

するとともに、小学校等の見学旅行や防災学習、

親子での見学等でも活用できることを積極的に周

知し、防災教育の充実を図ってまいる。

２　緊急速報Ｊアラートへの対応について

質問　４月13日に北海道、５月31日に沖縄県でＪア

ラートが発令されたが、相当な混乱があったよう

だ。本県も、県民が万が一の対応に心がけておら

れるのか、大変気になる。そこで、県内での発令

を想定した訓練の開催時期と内容について、県民

への周知と併せ、知事に尋ねる。

答弁（知事）　Ｊアラートの発令を想定し、ミサイ

ル攻撃を想定した国や市町村と共同で住民避難訓

練を８月に水俣市で、来年２月には熊本市で実施

する。国に対する国民保護の充実に向け、全国知

事会等を通じて、Ｊアラートによる迅速、的確な

情報伝達や具体的な避難方法の普及啓発強化を求

めている。引き続き、関係機関と連携した訓練や

啓発、避難施設のさらなる指定など、県民の安全

確保に向けた取組を進めてまいる。

３　ＴＳＭＣ進出関連について

（１）県内就労状況と人材流出

（２）道路整備と用地買収時の懸念

（３）地下水保全の企業負担の在り方

質問　ＴＳＭＣの進出は、期待も大きければ課題も

抱えていると捉えている。(1)ＴＳＭＣの進出に

当たり、関連企業も含めた県内からの雇用見込

み、既に就職、内定された方の実態、さらに、県

内企業からの人材流出について特に問題は発生し

ていないのか、商工労働部長に尋ねる。(2)ＴＳ

ＭＣ周辺の県管理道路等の今後の具体的な整備計

画、用地買収の計画と対応について、土木部長に

尋ねる。(3)地下水の現状に対する認識と、県民

全体の宝である地下水に対して、どのように、企

業に負担を求め、守っていくのか、知事に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　(1)ＴＳＭＣの本県進出の公

表以降、半導体関連企業の工場等の新設、増設に

伴う新規雇用者数の増加が予想され、新規雇用予

定者総数は約2,700人に上る。今後も、立地企業

に対し、地元出身者の優先雇用について理解を求

めながら、地元雇用の促進に努める。次に、地元

企業からの人材流出について、企業にとって育成

してきた貴重な人材を失うことは、企業の存続に

も関わる大きな問題と認識している。今後は、商

工団体から人材流出の実態に関し情報収集すると

ともにその状況を注視してまいる。

答弁（土木部長）　(2)大津植木線と合志インター

チェンジアクセス道路は、周辺地域の開発動向等

を見据えた将来の交通量を想定し、車線数や交差

点構造の検討を進めている。その中で、大津植木

線の主要交差点では、より円滑な交通を確保する

ために、立体交差の検討も行っている。加えて、

中九州横断道路の合志と大津西間の新たなイン

ターチェンジ設置等も検討を進めている。次に、

用地買収について、事業用地の早期確保は極めて

重要と認識しており、集中的に取り組む。事業推

進に当たっては、用地を先行買収できる制度の活
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用なども検討してまいる。

答弁（知事）　(3)地下水については、取水量の削

減、適切な涵養、地下水以外の水源の活用が必要

である。新規取水の井戸は、持続的に利用できる

よう、取水量に見合う量の涵養を企業に求める方

向で指針を見直す。取水量を超える地下水涵養を

行う事業者には、表彰や環境アセスメントの要件

緩和など、さらに涵養を促す制度も検討してい

る。取水量削減に向け、事業者に更なる水循環利

用促進を要請するとともに、取水量と涵養量のバ

ランスを確保するための対応を総合的に行う。

４　生成人工知能（ＡＩ）の活用について

（１）知事部局での対応

（２）教育庁での対応

（３）警察本部での対応

質問　ＡＩは、自治体で様々な解釈がなされ、対応

が分かれている。そこで、(1)チャットＧＰＴな

ど生成ＡＩについての感想、活用について、知事

に尋ねる。(2)学校現場の生成ＡＩの対応につい

て、教育長に尋ねる。(3)県警察の生成ＡＩの活

用について、警察本部長に尋ねる。

答弁（知事）　(1)生成ＡＩの一つであるチャットＧ

ＰＴは、質問をすれば直ちに答えが得られ、業務

効率化の可能性を感じた。一方で、セキュリティ

上のリスクがあり、回答の正確性も課題があると

聞いている。まずは、業務効率化と県民サービス

向上という２つの観点から検証を行い、活用に関

する県職員向けガイドラインを作成する。また、

安全な利用環境の整備も併せて検討する。

答弁（教育長）　(2)子供たちが自分の考えを形成す

るための手段として生成ＡＩを活用することがで

きるよう、学校現場における活用に関する何らか

のルールが必要と考えている。現在、文部科学省

において検討が進められているガイドラインを踏

まえ、生成ＡＩの適切かつ効果的な活用につい

て、学校現場に周知してまいる。

答弁（警察本部長）　(3)生成ＡＩのサービスを職務

において利用する場合は、承認を受けなければな

らないほか、個人情報や捜査情報といった機密性

の高い情報は取り扱うことができない。また、

サービスを利用する場合は、著作権法等の関係法

令を遵守することが前提となるほか、情報の正確

性については、最終的には人が判断するよう注意

喚起をしている。現在、政府において、そのリス

クへの対応等について検討がなされており、その

状況を注視してまいる。

５　中小企業の諸問題について

（１）融資の返済状況とその後の支援

（２）賃金の格差

質問　まだまだコロナの影響等から苦慮している中

小企業等が多いが、(1)コロナ関連の融資の返済

状況と、厳しい状況に置かれている中小企業や小

規模事業者にどのような手立てをされるのか、(2)

国が進める賃金アップに係る本県の現状認識と今

後の対応について、商工労働部長に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　(1)本県では、令和４年度末

で、全国平均の約６割を大きく上回る９割を超え

る事業者が返済を開始されており、専門家派遣や

デジタル化相談窓口の設置など、相談者に寄り

添った支援を行っている。また、休廃業、解散す

る企業の経営資源承継に必要な経費の支援を行う

とともに、今年度から、いわゆるオープンネーム

での事業承継支援にも取り組んでいる。(2)賃上

げを促進するためには、経営環境を改善する取組

により生産性を高めることが重要で、国の支援制

度の活用を促進するとともに、地域経済を牽引す

る県内企業の取組を引き続き支援してまいる。

６　夜間中学開設について

（１）入学予定者の確保

（２）教職員の体制

質問　いよいよ来年４月に夜間中学がオープンする

が、(1)定数60名でのスタートに向けての決意に

ついて、(2)開校に当たっての教職員の体制につ

いて、以上２点、教育長の考えを尋ねる。

答弁（教育長）　(1)来月には、県内６か所で入学希

望者説明会を開催する。また、広報チラシを配布

するとともに、様々な媒体を用いて夜間中学での

学びを必要としている方々に確実に情報を届け、

できるだけ多くの入学予定者を確保するよう、全

力で取り組んでまいる。(2)生徒の多様なニーズ

に対応できるよう、個別の支援を行うボランティ

ア等を活用するとともに、教職員の年齢、経験等

を考慮した教職員体制を整備してまいる。
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（一般質問）　令和５年６月13日

自由民主党　南　部　隼　平

１　スポーツの有する価値を高める県の取組

質問　４月に熊本の経済発展、健康増進、青少年育

成、社会貢献等の理念を掲げ、主要プロスポーツ

３チームと熊本市が参画し、熊本スポーツユナイ

テッドが設立された。スポーツ庁はスポーツを成

長産業と位置付け、広島県は県のスポーツコミッ

ションが中心となり、福岡県は産学官連携組織で

地域課題解決に取組んでいる。行政が関わること

で、スポーツの発展、経済効果に繋がると考え

る。一昨年、県で官民一体のスポーツコミッション

が立ち上がったが、役割はスポーツツーリズムの

推進や大会誘致などである。県内７市町にも設立

されているが、県は各地の活動を促進し、スポー

ツの価値を生かし、サポートする必要があるので

はないか。そこで、(1)プロチームと連携し、地

域をどう盛り上げていくのか、(2)地域活性化、

子供たちの夢実現、健康増進など県スポーツコミッ

ションの今後の在り方について、知事に尋ねる。

答弁（知事）　(1)熊本県スポーツツーリズム推進戦

略を策定し、地域スポーツの掘り起こし、体験型

プログラムの創造、スポーツ大会の誘致を三本柱

とし、地域を盛り上げる取組を進めている。今後

も、市町村、地域コミッション、プロスポーツ

チームと連携し、スポーツを生かした地域の活性

化に取り組んでまいる。(2)スポーツコミッショ

ンは、スポーツ界、経済界など10団体で構成し、

多様な意見を活動に反映し、取組を進めている。

設立して１年半、国際スポーツ大会誘致など県民

に元気を与え、経済波及効果のある取組に注力

し、今後、スポーツの持つ様々な力が生かせるよ

う、コミッション活動の充実に努めてまいる。

２　県民総合運動公園へのアクセス改善対策

質問　運動公園内は、駐車場が約２千台配置されて

いるが、大きなイベント開催時は大変混雑し、運

動公園北側の道路やメイン駐車場出入口の南北線

など周辺は大変な渋滞が起こる。昨年、県主導で

アクセス改善に取り組むと発表され、ロアッソ熊

本開幕戦では大きな混乱もなく、住民からは違法

駐車が減ったとの意見もあり、一定の効果は出て

いると思う。だが、先日の高校総体では臨時を含

む全駐車場が満車、ロアッソ戦が他イベントと重

なる日は、朝８時でほぼ満車であった。園内移動

も今後の改善が必要と考え、安全面の課題はある

が、周遊バスや自転車など、利用者の需要を踏ま

えた検討が必要ではないか。そこで、運動公園の

アクセス改善対策取組の経過とさらなる改善に向

けた取組について、企画振興部長に尋ねる。

答弁（企画振興部長）　アクセス改善策は、県が主

体的に取り組み、本年２月のロアッソ熊本開幕戦

から実証事業を行っている。想定される利用者数

に応じ、多目的グラウンド等を臨時駐車場として

活用し、パーク・アンド・バスライドの実施や

シャトルバスの運行、駐車場誘導員の配置や臨時

退出路の設置、駐車場混雑情報のＳＮＳ等の発信

も行っている。自家用車以外での来場者増加が重

要と考え、今後の実証事業を通じ、より良い施策

の在り方や周知方法等について検証してまいる。

また、駐車場増設についても検討を進めていく。

３　少子化対策に向けた結婚支援

質問　少子化の根本的原因は、若年層人口の減少、

若い世代の経済的不安定、晩婚化など子供を産む

前段階で既につまずいているのではないか。生涯

未婚率は1985年頃から急増しているが、子供数は

昔と大きく変わらず、結婚できる環境づくりが少

子化対策の第一歩と考える。埼玉県は、官民連携

でＡＩを使った自動マッチングなど、出会いから

結婚まで支援を行い成果を上げている。民間の

マッチングアプリサービスを行政として取り組む

ことで、質が高く安心して利用できる環境が整う

のではないか。そこで、これまで行ってきた結婚

を後押しする取組、他県の事例を踏まえた今後の

新たな取組について、健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　社員の結婚や子育てを応援

するよかボス企業の普及促進や、市町村が行う婚

活イベント等の取組を支援している。婚活サポー

ター等を｢まちのよかボス｣と任命し、行政機関、

よかボス企業と地域ぐるみで取組を始めた。マッ

チングアプリ等は、人材確保や維持管理等を含め

たコスト面で課題があり、有明広域行政事務組合

や山鹿市など成果が上がっている好事例を踏ま

え、効果的な方法を検討してまいる。また、今月
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設置した｢こどもまんなか熊本｣実現に向け、プロ

ジェクトチームを中心に子供や若者、子育て世代

の視点に立った少子化対策について議論し、全世

代に意識変革、醸成を促す取組を検討してまいる。

４　非認知能力を伸ばす幼児教育

質問　少子化対策で保育料の無償化が進み、保育士

不足による保育の質の低下が懸念される。幼児教

育での非認知能力の重要性が注目され、米国では

幼児期に非認知能力を高めると、人生の幸福度が

上がることが示された。岡山県では、非認知能力を

育む保護者向け研修が実施され、国でも議論が進

んでいる。子育ての負担軽減による教育の質の低

下は避けねばならず、幼児教育の質を担保する政

策が重要である。今後、科学的根拠を基礎とした

教育が重要と考えるが、非認知能力を伸ばす取組

をどのように活用していくのか、教育長に尋ねる。

答弁（教育長）　県は、幼稚園や保育所、認定こど

も園等の教育・保育の質の向上を目的として、令

和２年４月に幼児教育センターを設置し、教員、

保育士へ初任者研修や幼児教育アドバイザー育成

研修を行っている。今後、非認知能力の重要性や

育成事例を示したリーフレットを作成し、管理職

研修に活用するなど、幼児教育施設での効果的な

取組を支援する。親の学び講座でも本リーフレッ

トを活用し、家庭教育の中で親子のコミュニケー

ション力等が育まれるよう取り組んでまいる。

５　新規就農者確保の取組

質問　農業の人手不足問題は、担い手不足と働き手

不足の側面がある。働き手不足は、海外からの雇

用、非正規の雇用でやや増加傾向だが、担い手不足

は高齢化割合が上昇、新規就農者は横ばいで減少に

追いつかない。さらなる高齢化を考慮すると、あら

ゆる世代の新規就農者確保が急務である。過去５年

間、県の新規雇用就農者は横ばいか、やや増加傾向

だが、新規自営就農者は、やや減少傾向で農業を

取り巻く環境の厳しさが大きな要因と考える。国

の支援制度は49歳以下を対象に設計され、それ以

上の年代の参入は難しい。全国５位の農業産出額

を誇る県の農業を守るため、人材確保と定着の取

組が重要と考える。そこで、新規就農者確保に向

けた今後の取組について、農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　将来の担い手に育つ新規就

農者の確保、育成が重要で、相談・研修・就農・

定着の各段階で支援を行い、多様な就農に繋げて

いる。各種就農相談は、新規就農支援センターで

のワンストップ対応、就農前の研修段階では、認

定研修機関で技術習得の支援を行い、必要な施設

整備の支援は、国と県で最大４分の３を補助する

事業を昨年度から実施している。また、生産資材

等の価格高騰を踏まえ、中古ハウスの補修等を支

援する補助上限額を引き上げ、初期投資の負担軽

減を図る予算を今定例会に提案している。50歳代

の就農希望者を支援する県独自の取組は今年度開

始した。今後も、市町村や農業団体と連携し、新

規就農者の確保、育成に取り組んでまいる。

 

６　ＴＳＭＣ進出に伴う熊本市東部地区の道路整備

質問　ＴＳＭＣ進出により、熊本市が民間と連携

し、市東部地区で工業団地を増設するという発表

があったが、この地域は慢性的な激しい渋滞が問

題となっている。周辺道路の東西を走る路線は比

較的充実しているが、主要な南北道路である県道

138号辛川鹿本線は整備が完了しておらず、渋滞

は最も懸念するところではないか。そこで、ＴＳ

ＭＣや新たな工業団地整備等の開発により懸念さ

れる渋滞問題を含む交通への影響をどのように考

えているか、県道辛川鹿本線の整備をどのように

進めていくのか、土木部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　市東部地区は、南北に国道443

号、東西に県道熊本空港線が、小山町の道明交差

点でＴ字路として交わり、菊陽町曲手の空港入口

交差点まで重複して交通が集中し、交通処理機能

が低くなり渋滞要因となっている。このＴ字交差

点から北側に辛川鹿本線を整備することとし、市

と連携して取り組んでいる。道明交差点を十字交

差点に改良し、通称国体道路東西線までの南北約

1.4キロ区間を一部バイパスとし、重複区間の交

通が分散することで渋滞緩和を目指す。周辺は、

市が半導体関連企業の誘致エリアを設定し、物流

企業が専用倉庫建設の意向を示すなど、新たな交

通需要も見込まれる。これまで、県・市間で設計

を進め、現在も早期用地取得に向け、土地価格評

価方法を協議している。引き続き、市と連携し、

早期整備に向け取り組んでまいる。
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（一般質問）　令和５年６月13日

自由民主党　末　松　直　洋

１　本県農業の持続的な発展

（１）持続可能な農業

質問　本県農業は、食料の安定供給に寄与しながら

も、生産資材価格高騰という喫緊の問題に加え、

少子高齢化に伴う労働力不足、頻発する自然災害

等、厳しい状況にある。また、不安定な国際情勢

や世界人口増加を鑑みれば、輸入農産物への過度

な依存は危険を伴うと考える。食料安全保障の基

本は安定した供給体制であり、持続可能な農業を

実現していく必要があるが、本県における持続可

能な農業を進めるための知事の考えを尋ねる。

答弁（知事）　これまで、稼げる農業を旗印に全国

に先駆けて農地の集積やスマート農業技術の導入

を推進し、また、「地下水と土を育む農業推進条

例」等、国の基本法の議論に先んじた取組等を進

めている。こうした施策の先にある成果こそが持

続可能な農業の実現であり、食料安全保障と認識

しており、全力で取り組んでまいる。

（２）酪農家における飼料確保

質問　我が国の酪農においては、これまで輸入飼料

依存型の経営が形成されてきたが、円安やロシア

によるウクライナ侵攻により飼料が高騰してお

り、飼料を輸入に依存するリスクが改めて認識さ

れている。一方、子実用トウモロコシを国内で賄

うには、日本の耕地面積の１／２が必要であり、

自給率を100％に近づけるには非常に高いハード

ルであるが、海外情勢に左右される飼料高騰リス

クを考えると、国内飼料に転換を図る取組は喫緊

の課題と思われる。そこで、持続可能な酪農経営

に不可欠な国産飼料の確保をいかに図っていくの

か、農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　自給飼料増産や外部支援組

織育成の取組の結果、自給率の高い酪農家が多く

育成された。子実用トウモロコシについても、一

部のＴＭＲセンターで混合飼料原料として活用が

見込まれており、さらに利用が広がるよう取り組

む。また、集落営農組織や土地利用型大規模法人

等が飼料作物を生産、販売し、畜産農家が堆肥を

供給する耕畜連携の取組を加速させる。県内一円

で国産飼料の増産と確保に向けた取組を推進し、

持続可能な酪農業の確立を目指してまいる。

２　ＴＳＭＣの県内全域への波及効果

質問　ＴＳＭＣの本県への進出表明後、半導体関連

企業等との立地協定が相次ぎ、宇城市や宇土市、

美里町もＴＳＭＣの進出効果を取り込むため、企

業誘致に熱心に取り組んでいる。宇城市では用地

取得への30％、美里町では5,000万円を限度とし

た用地取得への50％の補助制度が創設された。Ｔ

ＳＭＣ進出の波及効果を県内全域に広げるために

は、企業誘致に取り組む自治体を力強く後押しす

る必要があると考えるが、県の考え方について、

商工労働部長に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　県では、先進自治体の取組

事例紹介のための研修会の開催や合同企業訪問

等、市町村と連携しながら企業誘致に取り組んで

いる。また、市町村の工業団地情報等について、

首都圏等での展示商談会や県ホームページで紹介

したり、ＩＴ企業等への立地促進補助金に関し、

県の補助率を引き上げる等、市町村の誘致活動を

後押ししている。ＴＳＭＣの進出効果が県内各地

へ波及するよう全力で取り組んでまいる。

３　中学校における休日運動部活動の取組

質問　令和４年12月の国ガイドラインでは、学校と

地域との連携等により、新たに地域クラブ活動を

整備する必要があるとされている。県は今後３年

間で運動部活動の地域スポーツクラブ等への移行

を進める予定であるが、県内市町村では人口規模

や地域特性等にも違いがあり、地域クラブ加入に

当たっては、困窮家庭の生徒の支援も必要である。

さらに、平日部活動の教師と休日の地域クラブの

指導方法に違いがあれば、生徒が混乱するおそれ

もある。また、本年度から中体連大会に学校部活

動だけでなく、地域クラブ活動の参加者も出場で

きるようになり、大会へのクラブチーム参加も指

導者次第では勝利至上主義の行き過ぎた指導等に

つながらないか心配している。県内中学校での休

日運動部活動の地域移行推進に当たり、県として

どのように取り組んでいくのか、教育長に尋ねる。

答弁（教育長）　県教育委員会では、中学校休日運

動部活動の地域移行の早期実現に向け、総合型地

域スポーツクラブと連携した地域移行パターンの
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提案等、地域の実情に応じたスポーツ環境整備に

向け支援していく。特に、課題である指導者の確

保については、人材バンクを整備し、市町村が求

める人材と指導を希望する人材を結びつける等、

解決を図っていく。さらに、活動時間等の条件整

備の協議のため、推進協議会を設置し、中学生が

継続してスポーツに親しむことができる環境整備

に丁寧に取り組んでまいる。

４　こども図書館の開館に向けた取組状況

質問　こども図書館は、県民参加型で寄附金やボラ

ンティアを募り、県立図書館等と一体的に運営

し、図書の配架等については、全国の先行３館の

取組を参考に進めるとのことである。また、こど

も図書館の設置に伴う県立図書館周辺の将来像に

ついては、子供から大人までの知的好奇心を高め

る文化的エリアを目指すとされている。現在、県

立図書館、くまもと文学・歴史館との連携によ

り、熊本の知の拠点となる方向で準備が進められ

ていると認識しているが、開館に向けてどのよう

に取り組んでいくのか、教育長に尋ねる。

答弁（教育長）　こども図書館が県民に末永く愛さ

れるためには、県民参加型の運営、こども図書館

ならではの本の選定、開館に向けた機運醸成が重

要である。現在、県民等から２億円を超える寄附

金を見込んでおり、約4,000冊の本を寄贈いただ

いたところである。また、本年４月から選書基準

作成等委員会議において選書基準やテーマ、配架

の協議を進めている。さらに、来月29日に全県民

を対象とした講演会を開催することにより、さら

なる機運醸成を図ってまいる。

５　児童家庭支援センター

質問　児童家庭支援センターの役割は、ソーシャル

ワークや心理等の専門性と併せて、地域の子育て

支援、市町村と児童相談所の中間域の相談に対応

する総合的相談窓口、夜間、休日を含む24時間365

日の対応、遠隔地での虐待等への初期対応等、子

どもの安全確認や一時保護を行うことである。市

町村と児童相談所との三層構造体制での県の取組

は先駆的と評価している。児童家庭支援センター

の人員は心理士１名、相談員２名であり、相談へ

の適切な対応にはさらなる支援が必要である。ま

た、市町村への技術的助言等の支援も行っている

が、市町村の対応力、連携に温度差がある。そこ

で、(1)児童家庭支援センターへの支援拡充につ

いてどのように取り組んでいるのか。(2)児童家

庭支援センターと市町村との連携についてどのよ

うに考えているのか、健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　県では、熊本市と連携し、

社会福祉法人等への委託により、令和３年度まで

に児童家庭支援センターを県内８か所に設置し、

県内全地域で、市町村、児童家庭支援センター、

児童相談所の三層による相談支援体制を確立した

ところである。(1)令和５年度は、相談件数増加

や児童相談所からの指導委託等拡充に対応できる

よう、児童家庭支援センター協議会と連携し、研

修会開催等によりレベルアップを図っている。(2)

昨年度から国交付金で造成した安心こども基金に

より、市町村のこども家庭センター設置を財政的

に後押しし、市町村と児童家庭支援センターが一

堂に会した協議や意見交換、情報共有等を行う会

議を立ち上げ、市町村との連携強化を図っている。

６　伝統工芸の継承に対する支援

質問　伝統工芸については、後継者がおらず事業を

断念せざるを得ない状況が続いている。県は昨年

度、伝統工芸インターンシップ事業を実施し、来

年度にかけて４名が現地に移住し、研修を受ける

予定である。この事業はとてもよい取組と思う

が、後継者が途中で辞めたり、受入れ側が過大な

経済的負担により廃業に追い込まれたのでは元も

子もない。県における伝統工芸の事業継承を進め

ていくための後継者や受入れ側の工芸家に対する

支援について、観光戦略部長に尋ねる。

答弁（観光戦略部長）　伝統工芸インターンシップ

事業では、後継者候補には住居紹介や転入手続の

支援、地域コミュニティーの紹介等を、工芸家に

は国の助成事業活用による経費の負担軽減を働き

かけている。今年度から工芸家への経営課題解決

のためのアドバイス事業として、経営やマーケ

ティングの専門家による経営分析や解決策の提

案、各種事業手続の支援等を行う予定である。こ

のように、後継者や工芸家に寄り添った支援に努

め、熊本の伝統工芸品が将来にわたり皆様に愛用

されるよう後継者の確保、育成につなげてまいる。
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（一般質問）　令和５年６月13日

自由民主党　中　村　亮　彦

１　セミコンテクノパーク周辺の渋滞対策

（１）道路整備

（２）ソフト対策

質問　(1)セミコンテクノパーク周辺は、かねてか

ら渋滞が深刻で、ＴＳＭＣ関連企業進出により、

一層の渋滞悪化が懸念される。昨年12月定例会の

私の質問では、スピード感を持って道路ネット

ワークの整備に取り組むと答弁いただいた。また

昨日も、中九州横断道路の新しいインターチェン

ジ設置検討などの答弁があった。しかし、ソニー

第二工場の報道もあり、渋滞がさらにひどくなる

のではないかと不安の声が高まっている。そこ

で、現在事業中の道路整備の進捗状況と今後さら

なる対策を土木部長に尋ねる。(2)一方、道路整

備は完成まで年単位の時間を要するため、短期的

な対策も必要であり、立地企業や関係市町等とも

連携して取り組む必要があると考える。その一つ

として、ＪＲ豊肥線原水駅とセミコンテクノパー

クの間で、セミコン通勤バスが運行されている。

また昨年度、県では、パーク・アンド・ライド、

そして企業に対する時差出勤の要請等々を行って

いるが、こうしたソフト対策も含め、どのように

渋滞を緩和していくのか、企画振興部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　(1)都市計画道路菊陽空港線は、

５月末の用地契約率が面積ベースで84％であり、

来月には改良工事に着手し、今年度内に、ＪＲ豊

肥本線をまたぐ橋梁下部工の工事に着手する。引

き続き、令和８年度中の完成に向けて取り組む。

また、大津植木線と合志インターアクセス道路

は、車線数やルート等の概略設計を行っており、

一日も早く用地買収に着手したい。今後のさらな

る対策については、中九州横断道路の合志イン

ターと大津西インター間に新たなインターチェン

ジ設置及びＪＡＳＭ等の立地エリアと直接結ぶ道

路の整備に向けた検討、また、大津植木線の主要

交差点の立体化の検討も進めている。こうした抜

本的対策を講ずることにより、周辺道路の渋滞緩

和に大きな効果が見込まれると考えている。

答弁（企画振興部長）　(2)これまで、セミコン通勤

バスの増便や菊陽町によるバス転回場の整備など

が進められ、企業も時差出勤や通勤ルート指定な

どを進めている。また昨年度、１日限定ノーマイ

カーデー実証事業が実施され、従業員アンケート

等を基にバス運行ルートを決定するなど、立地企

業と連携の上、取組を進めた。今年度は、県主体

で期間を３か月程度に延長し、通勤バスの実証運

行を予定しており、企業や関係市町の理解、協力

を得ながら、本格運行を目指してまいる。

２　有機フッ素化合物による地下水汚染への対応

質問　本県は、豊かな地下水に恵まれた水の国と呼

ばれているが、最近、地下水に心配なことが起

こっている。有機フッ素化合物のうち、国の監視

項目で暫定的な指針値が定められたＰＦＯＳとＰ

ＦＯＡが国内各地の河川や井戸で検出され、健康

被害が心配されているが、熊本市でも白川地区及

び植木町轟地区の２か所の井戸で指針値の１リッ

トル当たり50ナノグラムを超えたことが今年３月

に公表された。ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは、過去に半

導体製造、泡消火剤等に幅広く使用されてきた

が、自然環境中では分解されにくいため、国で製

造、輸入等の原則禁止措置が取られている。そこ

で、今回確認された熊本市以外でも調査する必要

があると考えるが、知事はどうお考えか、また、

調査の結果、指針値を超える地下水が確認された

場合、県はどう対応するのか、知事に尋ねる。

答弁（知事）　県内では、水道所管の市町村等が水

源の水質調査を行ったが、指針値を超える事例は

なく、国の河川水調査でも指針値超の事例はな

かった。しかし、今年３月、熊本市の地下水調査

で指針値超の事例が公表された。これらの状況を

踏まえ、県でも、熊本市以外の県内17地点の地下

水及び河川水について、７月から水質調査を行

い、来年度以降も継続的に行う。さらに、ＰＦＯ

Ｓ等のほか、今後、国際条約で製造等の原則禁止

が見込まれるものについても調査していく。次

に、調査の結果、指針値超の地下水等が確認され

た場合、国のマニュアルに沿って、まず、飲用を

控えるよう周知徹底を図り、汚染範囲を把握する

追加調査を行い、健康被害防止につなげてまいる。

３　半導体産業の活性化と産業振興

質問　アフターコロナに転換しつつあり、個人消費
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も回復しつつある中で、ＴＳＭＣ進出効果は、県

内経済の回復の後押しをすると考える。進出効果

は様々な分野に及ぶと見込まれ、九州フィナン

シャルグループは、10年間で4.3兆円の経済効果

の試算を公表している。県でも、このビッグチャ

ンスを生かすため、３月末、くまもと半導体産業

推進ビジョンを策定し、効果を半導体産業以外に

も広げていく方向を示している。県は、このビ

ジョンを基に県内産業全体への経済効果を具体的

にどう広げていくのか、商工労働部長に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　県では、熊本大学と連携し、

くまもと３Ｄ連携コンソーシアムを４月に設置し

た。これは、半導体のユーザー企業との連携や半

導体関連企業で培った技術などを生かした新産業

創出を目指すもので、医療や農業など様々な分野

から参加申込みがあっている。本県では、国内外

から訪れるビジネス客や観光客が増加し、旅館、

ホテル、飲食業などにも経済効果の波及が期待さ

れる。また、台湾の商工団体と相互交流を深める

取組により、幅広い産業において新たなビジネス

チャンスが生まれる。ＴＳＭＣ進出と半導体産業

振興の波及効果が県内のあらゆる産業に及ぶよ

う、全庁一丸となって取り組んでまいる。

４　阿蘇くまもと空港の国際線

質問　阿蘇くまもと空港の国際線は、ソウル線が３

月から週７便の運行となり、今月２日には、ス

ターラックス航空から熊本台北線の新規就航が発

表された。台北線は、チャイナエアラインとも協

議が継続されるが、今年１月、知事らがオール熊

本でチャイナエアライン本社を訪問した際、台北

線の就航には、本県からのアウトバウンドの強化

が必要との意向が本社から示されたと伺ってい

る。路線の新規誘致等の視点に立つと、アウトバ

ウンドの増大も大変重要と改めて認識した。そし

て、約30年後の航空旅客数の目標622万人達成に

は、ほかの様々な方面へ国際路線を拡大する必要

がある。そこで、ソウル線、台北線の安定運航に

向け、県では、どのようなアウトバウンド施策を

展開しているのか。そして、今後の路線誘致戦略

をどう考えているのか、企画振興部長に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　ソウル線は、県内でのテレ

ビＣＭや団体旅行客への助成などを行い、台北線

は、県内メディアの協力を得て、台湾観光の情報

発信などを実施している。また、県内旅行会社を

対象に、台湾での観光セミナー開催や市場調査な

どを実施している。さらに、修学旅行や若者のパ

スポート取得助成など、アウトバウンド支援にも

取り組んでまいる。今後の路線誘致戦略は、本県

に就航していた大邱線、高雄線、香港線の復便は

もとより、新規就航を目指して積極的な誘致を

行っており、特に香港線は、農作物等の物流需要

も見込まれ、早期復便に力を入れている。今後も

東アジアを中心に経済成長著しい東南アジアな

ど、市場の将来性や路線の需要予測等を行い、戦

略性を持って路線拡大に取り組んでまいる。

５　肥料の安定供給への対策

質問　近隣農家の方々から、肥料価格の高騰で経営

的に厳しいとの声を聞く。化学肥料は、原料の大

部分を輸入に頼っており、輸入相手国の環境条件

により価格が大きく変動するため、肥料原料の国

産化が重要と考える。そのような中、ＪＡ菊池で

は、堆肥を製造し、耕畜連携により利用促進を

図っており、今年４月、堆肥と化学肥料とを混合

した肥料を開発し、肥料コストの削減にもつな

がっていると聞く。農家経営を安定、発展させる

には、コストダウンと所得向上が重要で、その意

味でも、ＪＡ菊池の取組は大変期待が持てると思

う。そこで、ＪＡ菊池のように、長期的視点に

立った肥料のコスト削減や安定供給をどう図って

いくのか、県の考えを農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　肥料価格が高騰しているた

め、原料の国際価格に影響を受けにくい肥料供給

体制づくりに向け、国では、肥料原料３か月分を

備蓄する制度を立ち上げたほか、堆肥などの利用

拡大に力を入れ始めた。県でも、昨年度から、国

産肥料安定供給支援事業を開始し、堆肥などを活

用した混合肥料の開発支援を行っている。具体的

には、ＪＡ熊本うきが、堆肥と化学肥料を混合し

た肥料を試作しており、今年度は県農業研究セン

ター等とともに実証試験行う。さらに、下水汚泥

の肥料としての活用について、複数市町から相談

を受けており、今後、成分分析など技術面での支

援を行う。今後も肥料のコスト削減や安定供給に

向け、堆肥等の有効活用に取り組んでまいる。
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（一般質問）　令和５年６月14日

自由民主党　髙　島　和　男

１　ＴＳＭＣ進出における県の役割

質問　熊本市は、九州自動車道のインターチェンジ

周辺と幹線道路沿線４か所における新たな工業団

地確保を明らかにしたが、用地確保の課題解決の

ために、地域未来投資促進法を活用し、土地利用

関係の規制緩和に取り組む意向である。そこで、

(1)今後、市の計画が進む過程において、県と熊

本市の連携や協力が必須となるが、その際の対応

について。(2)各自治体でＴＳＭＣ進出に伴う半

導体関連産業誘致の機運が盛り上がっているが、

自治体の負担を軽減し、偏在を防ぐため、県に誘

致の窓口を一元化してはどうか。県が企業のニー

ズや要望を取りまとめ、自治体に橋渡しする等、

主体的に調整すべきと考えるがいかがか。(3)Ｔ

ＳＭＣ進出に当たり、熊本港からの輸出入の誘導

を含めた活用策及び第２次分譲予定地の利活用に

どう取り組んでいくのか。以上、知事に尋ねる。

答弁（知事）　(1)地域未来投資促進法に基づく支援

措置活用に向けた国、県、熊本市の意見交換や支

援措置に必要な計画策定の助言等、市の産業用地

整備に向け積極的に支援していく。(2)これまで

も、県主体で多くの企業誘致につなげてきたが、

既立地企業の追加投資への意向把握等、市町村の

役割は非常に重要であり、今後も市町村と連携し

ながら企業誘致に取り組んでまいる。(3)熊本港

の活用は、精力的なポートセールスの結果、韓国

釜山航路や国際フィーダー航路が就航し、ＴＳＭ

Ｃ関連企業等に積極的利用を働きかけている。第

２次分譲予定地は、昨年度からＪＡＳＭ工場の建

設資材等の仮置きや組立て場所等として活発に利

用されており、今後も熊本港の存在価値を高め、

県経済発展につながるよう取り組んでまいる。

２　熊本の公共交通再構築

質問　公共交通の利用は渋滞解消による地域経済へ

の好影響やＣＯ2削減による環境保全等、時流に

即している。また、公共交通の維持は高齢者の外

出を促し、長寿社会実現のためにも重要である。

そこで、(1)公共交通の再構築を図るため、県が

将来のグランドデザインを描き、実現に向けた基

本的スタンスをまとめることが肝心で、そのため

には、地域住民のコンセンサスが不可欠であると

考えるが、公共交通の再構築を図る具体的な考え

方とその進め方について。(2)公共交通は、高齢

者のみならず、学生にとっても重要な通学手段で

あり、地域活性化にも寄与している。公共交通の

公益性を多角的に検証し、より主体的に取り組む

べきと考えるがいかがか。(3)過疎地域で、今後、

バス運転手不足で路線維持ができなくなる確率が

高い。コミュニティー交通に積極的な転換を図る

必要があると考えるが、運転手不足への対処につ

いて。以上、企画振興部長に尋ねる。

答弁（企画振興部長）　(1)令和３年３月に、熊本県

地域公共交通計画を策定し持続可能な交通ネット

ワーク構築に取り組んでいる。県、市町村、交通

事業者、利用者代表等、多様な主体が参画する熊

本県地域公共交通協議会において、地域の実態や

利用ニーズを踏まえた意見交換を実施している。

引き続き、関係者で課題を共有し議論を重ねてま

いる。(2)福祉や教育等の分野に及ぶ公共交通の

多面的効果に着目した好事例を協議会関係者間で

共有する等、公共交通の利用促進に主体的に取り

組んでまいる。(3)運転士不足対策の一つとして、

コミュニティー交通充実を県計画目標の柱に掲げ

て、昨年度から財政支援制度を見直し、新技術導

入等に取り組む市町村を重点的に支援している。

３　都市近郊における地域計画と稼げる農業

質問　人・農地プランが地域計画として法定化され

た。自治体職員や農業委員と話をしたが、策定に

あたっての自治体負担の増大、参加住民の関心、

理解不足への懸念等を聞いた。ところで、都市近

郊の農業の維持には生産基盤となる農地の確保が

重要である。一部地域では高齢化等で担い手不足

が進み、特に、燃油や肥料、資材等の高騰が担い

手の経営を悪化させている。そこで、(1)都市近

郊での地域計画策定にどう取り組んでいくのか。

(2)熊本市西南部では、市街化が進み、農家間で

農地整備に取り組む意欲等が異なる。また、地域

によっては用排水分離が行われておらず、出水期

に排水が困難で作物生産に支障を来している。さ

らに、熊本市西南部には湛水被害防止のための排

水機場が33か所設置されているが、うち15か所が
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更新整備に未着手である。熊本市西南部における

稼げる農業の実現に向けた基盤整備にどう取り組

んでいくのか。農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　(1)都市近郊では幅広い関係

者の話合い参加による地域農業の課題や将来の方

向性等の共有が重要である。県は、地域計画策定

準備段階から農地集積推進チームによる情報共有

や専門家派遣、協議内容の取りまとめ等の支援を

行う。(2)農業維持のためには用排水分離等の基

盤整備が必要である。都市近郊では、後継者不在

や事業者負担金への不安、農地転用に対する期待

等から、農家や土地持ち非農家の土地改良事業に

対する考え方は様々である。このため、県は地域

計画の話合いの機会を捉え、事業制度や農家負担

金等の説明を行っていく。また、更新整備未着手

の排水機場15か所中、設置年度の古い５か所につ

いて基礎調査を実施しており、最も古い元三排水

機場は来年度の採択に向け事業計画作成中であ

る。今後も計画的な更新整備を推進してまいる。

４　これからの保育所

質問　県内保育所では全地域で定員割れが生じてい

る。定員割れは、実質赤字運営となり職員配置や

設備等の改良が難しく保育の質の低下につなが

る。また、次年度入園児数の予測が立たず、最低

基準の職員配置となり、保育士の負担増加や保育

士不足につながりかねない。そこで、(1)定員割

れの加速化にどう対応していくのか。(2)兄弟、

姉妹が別々の園に通っているケースが散見され、

保護者、子供たちのためにも入園審査基準の是正

が必要である。県が率先して自治体と協議し、兄

弟、姉妹が同じ園に通園できる仕組みを整える必

要があると考えるがいかがか。(3)国の就学前教

育・保育施設整備交付金の負担割合は、国１／

２、市町村と設置主体各１／４であるが、県内の

全ての子供が同水準の保育を受けられるために県

がなすべきことは何か。健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　(1)人口減少地域でも安定的

に保育所運営ができるよう、新たな給付費の設定

や現行配置基準よりも保育士等を多く配置した場

合の人件費加算等について、国に制度創設を要望

している。また、放課後児童クラブや子ども食堂

併設による多機能化等、保育の枠を広げた福祉

サービス拠点としての在り方について、市町村や

保育団体等と意見交換を進める。(2)市町村は、

兄弟、姉妹が同じ園で保育を受けられるよう利用

調整を行っている。しかし、入園希望時期次第で

は一緒に預けられない事例がある。利用調整の実

態を把握し市町村等と意見交換を行い対応を検討

する。(3)保育所に第三者評価の実施や保育士キャ

リアアップ研修の受講を促すとともに、保育人材

確保に要する費用の一部を支援している。

５　教育委員会の責任と教師不足への対応

質問　本県は小学校の教師不足率がワースト２位、

中学校はワースト１位である。全国的にもメンタ

ル不調による休職、退職者増加、長時間労働等、

課題が山積している。公教育の第一義は、各自治

体の責任と判断で運営しなければならない。(1)

校長や教頭がＯＢに臨時採用講師を依頼した等の

事例が報じられた。教師の手配、確保等の責任は

各自治体教育委員会にあるが、どう考えるか。(2)

県教育委員会は、教育長及び５人の委員で組織さ

れている。各委員は本県教育に関する最高意思決

定の場に参画し責任も共有されているはずだが、

問題は頻発、膠着し、事態が好転していない。改

善を図るには議論の在り方に一考を要するのでは

ないか。(3)国は様々な教師不足対策を試みてい

るが、県は教師志願者に向け、仕事量削減の明確

化、中長期的な採用指針や確保見通しを示すべき

と考えるがいかがか。教育長に尋ねる。

答弁（教育長）　(1)市町村教育委員会には、教職員

の服務監督や学校の体制整備等の役割と責任があ

る。また、教職員の不祥事や教員不足、働き方改

革等については県教育委員会も連携した取組が必

要である。教員確保に係る情報提供や助言等、今

後も市町村教育委員会を支援していく。(2)県教

育委員会の定例会等では、教員の魅力の効果的発

信、教員を目指す高校生を支援する取組や教員採

用試験制度の見直し、教職員の不祥事対策、いじ

め、不登校問題に対し、委員から積極的に提言や

議論をいただいており、今後もより一層活発な議

論を重ねていく。(3)働き方改革として、外部人

材の活用、業務のＩＣＴ化等、教員の成り手確保

として、大学訪問等を通じた教員のやりがいや魅

力のアピール等に取り組んでいる。

― 27 ―



（一般質問）　令和５年６月14日

自由民主党　橋　口　海　平

１　人口減少社会

（１）人口減少社会の認識

（２）労働力確保

質問　(1)日本の人口は、15年前から約358万人減少

しており、本県の人口も1956年のピーク時から現

在まで約19万4,000人減少している。政府や県は

様々な対策を行っているが、人口減少は避けられ

ず、このような中で、熊本の未来をどう作ってい

くかを考えないといけない。そこで、本県の人口

減少をどのように認識しているのか、また、人口

減少時代をどう乗り越えていくのか、知事に尋ね

る。(2)生産年齢人口も減少しており、どの業界

でも人材確保が困難との話を聞く。企業も必死に

取り組み、人材の奪い合いになっているところ、

本県ではＴＳＭＣの稼働が近づき、人材が集中す

ることを心配する声もある。人口減少の中、様々

な影響で人材確保が厳しくなっていることについ

ての認識を、また、課題解決のための取組につい

て、商工労働部長に尋ねる。

答弁（知事）　(1) 人口減少は、生産力低下等だけ

でなく、地域文化の維持が困難など、地域の将来

に大きな影響を与えるため、強い危機感を持って

いる。出生数が増える環境をつくり、社会減を縮

小し、人口減少を抑制する必要がある。今後も、

県内就職率の上昇、移住、定住の促進等の取組を

進める。人口減少社会でも持続可能な社会づくり

等を進める必要があり、県では、ラブくまプロ

ジェクト、ワーケーションの推進等に取り組んで

いる。国内外の熊本ファンを増やしてその力を取

り込み、持続可能な新しい熊本の実現に取り組む。

答弁（商工労働部長）　(2)本年３月の県内高校卒業

者の求人倍率はバブル期を上回っており、若者を

中心に人材不足の状況が顕著である。企業にとっ

て人材確保は、非常に厳しい状況と認識している

ことを踏まえ、県はブライト企業の認定による企

業のイメージアップや若者の企業の出会いの場の

創出に取り組んでいる。一方、人材確保に悩む県

内企業には、無料で専門家を派遣するなどの伴走

型支援を行い、採用力向上を図る。今後とも、企

業の人材確保を全力で支援してまいる。

２ 建設産業の働き方改革

質問　働き方改革は、１億総活躍社会実現に向けた

最大のチャレンジ。建設業の方からは、労働力が

減る中、働き方改革で労働時間が短縮されると、

ますます工事が進まないとの話を聞くが、人口減

少だからこそ、働き方改革をして労働人口を増や

し、また、働く時間を減らして生産性を上げる努

力が必要だと思う。本県は、令和３年度の県発注

工事の週休２日の取組が全国平均を上回るなど、

働き方改革を進めていると実感している。しか

し、技術者からは書類作成に時間がかかり、働き

方改革を実感できないとの声も聞く。そこで、建

設産業の働き方改革について、県はどのように取

り組んでいるのか、土木部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　本県では、建設産業の若手人材

の育成等が引き続き重要な課題であり、働き方改

革の推進が必要である。そこで、週休２日制の拡

大やＩＣＴ導入推進等により生産性向上を図るた

め、今年６月以降の総合評価落札方式の入札で、

週休２日やＩＣＴ施工を加点する評価項目を追加

した。なお、業界独自の取組で、現場技術者が作

成する工事関係書類の一部を事務職員が担い、技

術者の時間外勤務縮減につなげた例もある。県も

こうした取組を広げるなど、建設産業の働き方改

革が着実に進むよう取り組んでまいる。

３　2023年３つの国際スポーツ大会

質問　本県では、2019年に２つの大きな国際スポー

ツ大会が行われた。これらの大会を一過性のイベ

ントにすることなく、大会から得られた成果をレ

ガシーとして継続させるとのことであったが、残

念ながらレガシーの一部は、新型コロナの影響で

途切れてしまった。しかし、本県では今年、ラグ

ビー、自転車、バドミントンの３つの国際スポー

ツ大会が開催される。今年の大会は、経済波及効

果だけでなく本県への様々なプラスの影響が考え

られる。そこで、この３つの国際スポーツ大会を

通じて期待することは何か、また、未来に何を残

そうとしているのか、大会への意気込みや思いを

含めて知事に尋ねる。

答弁（知事）　2019年の国際スポーツ大会は、世界

トップレベルのプレーを間近で見ることができ、

熊本地震で傷ついた県民の夢や希望につながっ
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た。大会の成果をレガシーとして引き継ぎ、ス

ポーツの誘客によるさらなる活性化を図るため、

昨年１月「くまもっと旅スポコミッション」を設

立し、この活動で３つの国際大会を誘致すること

ができた。これらの大会で、経済波及効果はもと

より、災害から復興する熊本を広く発信し、県民

に希望や誇りを持ってもらいたい。また、未来を

担う子供たちの夢につながり、競技の普及等に寄

与すると確信している。県は、2019年の国際大会

で培ったノウハウ等を生かし、本年開催の３つの

国際大会の成功に向け全力で取り組む。

４　熊本県におけるＤＸ推進の成果と今後の取組

質問　昨年４月に県庁内外のＤＸを推進するデジタ

ル戦略局が新設されて１年以上が経過した。住民

に一番近いのが市町村であるため、県は市町村を

しっかりと支援しデジタル化を進めてほしい。今

後、県全体のＤＸ推進のためには、民間での取組

を推進する必要がある。国が掲げるデジタル田園

都市では、データの利活用が重要とされており、

行政や民間のデータを活用する仕組みづくりによ

り、住民サービスがさらに充実する。そこで、デ

ジタル戦略局の取組の成果と、県全体でのＤＸ推

進に向けた今後の取組の方向性について、デジタ

ル戦略担当理事に尋ねる。

答弁（デジタル戦略担当理事）　県はデジタル戦略

局を設置し、県全体のデジタル化、ＤＸを推進し

ており、昨年度はＤＸの機運醸成と優良事例創出

に重点的に取り組んだ。その結果、昨年６月に設

立した「くまもとＤＸ推進コンソーシアム」は、

設立から１年余りで参加団体が439に増えた。一

方、企業等からはデジタル化の進め方が分からな

いとの意見もあり、引き続きセミナー等を通じて

デジタル化の理解向上に努める。また、オープン

データの拡充やデータ連携基盤構築等、データ利

活用の環境整備を進めており、こうした取組を加

速させ、県全体のＤＸ推進に取り組んでいく。

５　消費者行政の推進

質問　県消費生活センターでは、消費生活全般に係

る苦情等を専門の相談員が受け付け、公正な立場

で処理している。昨年度の消費者被害額のうち、

相談員のあっせんにより１億3,000万円を回復し

た。だが、消費者トラブルに遭った人のほとんど

が消費生活センターに相談しておらず、センター

をもっと周知し多くの人が相談すれば、回復され

る被害はもっと増えると思う。ただ、現在の相談

員は高齢化が顕著で今後が心配されるところであ

る。そこで、県民がもっと相談し被害を回復する

ため、また、相談員確保のため、県はどう取り組

むのか、環境生活部長に尋ねる。

答弁（環境生活部長）　相談を増やし被害を回復す

るためには、県民に消費生活センターを認知して

もらうことが重要であり、県は出前講座や特別相

談会の開催などの周知啓発を行っている。消費生

活相談員は、資格試験の合格者等の専門職であ

り、経験も要するが、相談員の高齢化が進み、人

材育成が必要と考える。今定例会に、消費生活相

談支援サポーター育成のための予算を提案してお

り、これを次世代の消費生活相談員確保につな

げ、相談体制の維持、充実を図ってまいる。

６　家庭でのゼロカーボンの取組

質問　2020年度の県全体のエネルギー使用量は、コ

ロナ禍の外出自粛等により2013年度以降最少だ

が、温室効果ガス排出量は2019、2020年度共に前

年度比で増加している。特に家庭部門の排出量が

増加し、家庭での取組が必要である。岐阜県は省

エネ家電購入を支援し、電気料金の負担軽減や省

エネ促進の取組を進めており、この取組は省エネ

家電買い換えの動機となり本県でも必要になると

思う。家庭でのゼロカーボン化に向け、県は何を

きっかけに、今後どのように取り組むのか、環境

生活部長に尋ねる。

答弁（環境生活部長）　2020年度の家庭部門の温室

効果ガス排出量は、コロナ禍の影響もあり前年度

比で約１割増加した。県民がＣＯ2削減の行動を

取るきっかけとなる情報を提供し、県全体に浸透

させる必要がある。県では、くまもとゼロカーボ

ン行動ブックを作成し、普及啓発等を推進してい

る。本年度はゼロカーボンと節水につながる行

動、住まいのゼロカーボン化に重点的に取り組

む。県民の意識転換に向けた情報提供等を行い、

県民の具体的かつ自発的な行動につなげていく。

７　ＮＴＴ西日本桜町ビルの今後（要望）

― 29 ―



（一般質問）　令和５年６月15日

自由民主党　坂　梨　剛　昭

１　2024年問題

質問　物流業界において年間時間外労働時間の上

限が960時間に制限される2024年問題が迫ってき

た。制限により一日に運べる輸送量の減少で、会

社の売上げ減少、ドライバーの離職による労働者

不足、運賃の見直しなど様々な問題が生じるおそ

れがある。物流は、企業活動や個人生活に必要不

可欠なツールであり、業界はこれらの問題に早急

に対応しなければならず、本格的にＩＴ導入、物

流ＧＸ、モーダルシフトなど、様々な施策に挑戦

していくことが求められる。改めて物流業界が働

き方改革という新たなフェーズに向け挑戦するこ

とになるが、県として、物流業者が直面する2024

年問題に対してどのように考えるか、商工労働部

長に尋ねる。

答弁（商工労働部長）　本県では、これまで、トラッ

ク運送事業者の運賃の適正な収受を図るため、法

改正により告示された標準的な運賃について、事

業者への周知を進めるとともに、令和４年度から

適正な価格転嫁への理解を深める広報活動費に対

し助成を行うなど、取引の適正化に取り組んでき

た。また、熊本県トラック協会においては、人材

育成セミナーや技能コンテストを実施するなど、

人材の育成に積極的に取り組まれている。ＴＳＭ

Ｃ進出の影響で物流関連企業の新設、増設が相次

いでおり、物流機能の安定と向上は、本県にとっ

て重要な課題と認識している。引き続き、関係団

体と連携して、持続可能な物流の環境整備に向け

た取組を全庁的に進めてまいる。

２　県産農林水産物の輸出の拡大

質問　国家戦略の一つである農林水産物の輸出

が、再度注目され、現在、日本の農林水産物・

食品の輸出は年々増加し、2022年の輸出額は、

過去最高の１兆4,148億円に上った。一方、県

産農林水産物などの令和３年度の輸出額は95億

9,000万円と対前年比124％となり、過去最高を

更新し、県が掲げていた令和５年度の目標金額

80億を２年前倒しで達成、新たな目標として110

億円に上方修正され、農業県として確実に伸び

てきている。その背景には、コロナ禍を経て経

済が動き出したこと、日本の高い品質と安全性

なども後押しし、輸出増に拍車がかかっている

ことがあると思う。県産農林水産物をより広く

世界に発信できる環境が熊本にあることも踏ま

えて、輸出に力を注ぐことは、農林水産業の光

となり、県の力に必ずつながるものと信じてい

る。県産品の輸出を成長戦略として位置づけ、

強化していくことは、農業の未来につながると

考えるが、県産農林水産物のさらなる輸出拡大

について、県として今後どのように取り組んで

いくのか、観光戦略部長に尋ねる。

答弁（観光戦略部長）　本県の農林水産物等輸出

額の目標達成のためには、マーケットインの視

点での販路拡大と輸出事業者の裾野拡大の２

本の柱で取組を強化していく必要がある。マー

ケットインの視点での販路拡大については、今

後本県と経済交流の活発化が見込まれる台湾な

どについて、より現地の方々のニーズに合った

商品を提供する取組を進める。輸出事業者の裾

野拡大としては、新たに輸出に取り組む事業者

の掘り起こしと育成を進める。加えて、農業団

体と連携し、イチゴとメロンの２品目を重点化

して、国の輸出産地形成プロジェクトに取り組

む。例えば、残留農薬基準の厳しい台湾への輸

出に対応できるイチゴの生産、海外での人気の

高い赤肉メロンへの品種転換、最適な県内集荷

ルートの確保など様々な取組を行い、輸出を牽

引する産地形成を目指す。今後とも、本県の誇

る農林水産物のさらなる輸出拡大に向けしっか

りと取り組んでまいる。

３　県管理道路・河川の維持管理における住民参加

の促進

質問　清掃、除草、植栽など、県管理道路の美化

作業の普及と県民の道路美化に対する意識高揚

を目的として、ロード・クリーン・ボランティ

ア事業が実施されている。一方、県管理河川に

おいては、地域住民やボランティア団体などに

よる除草やごみ回収などの活動を支援するくま

もとマイ・リバー・サポート事業に取り組んで

おり、自発的な活動が後押しされている。いず

れの事業も地域住民の方々の力が必要であり、

― 30 ―



それぞれのボランティア制度について支援、サ

ポート内容をより充実し、少しでも魅力ある事

業に展開していく必要がある。そこで、県が管

理する道路、河川の維持管理における地域住民

の参加の促進について、今後どのように取り組

んでいくのか、土木部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　ロード・クリーン・ボランティ

ア事業、マイ・リバー・サポート事業の周知に努

めてきた結果、参加者は年々増加し、現在、様々

な地域で多くの方々に活動をいただいている。こ

のようなボランティア活動は、身近な地域の道路

や河川への関心を高めることにつながり、ひいて

は魅力あるまちづくりや平時からの防災意識の醸

成など、本県が目指す緑の流域治水の推進にも資

するものと認識している。そのため、さらなる活

動の広がりにつながるよう、アンケート調査など

により、御意見や御要望を伺い、必要な運用の改

善を図ってまいりたい。併せて、支援の内容をさ

らに多くの方々に知っていただけるよう、各種メ

ディアやイベントなどを活用し、事業の周知によ

り一層努めてまいる。今後とも、県民の皆様に道

路や河川を身近なものとして関心と親しみを持っ

ていただき、ボランティア活動にも多数参加いた

だけるよう取り組んでまいる。

４　不登校特例校の設置支援

質問　不登校児童生徒が急増し、社会現象となって

いるが、児童生徒数が減少する中、不登校児童生

徒は増えていくという実態に目を背けず、社会と

して寄り添っていく必要がある。今を生きる子供

たちに可能性と未来を示すこと、また、学校、行

政、社会などで支え合える環境を整えていき、不

登校児童生徒の自己肯定感を高めるため、社会的

自立に向け、その一歩を支える必要がある。そこ

で、不登校特例校設置支援に向けた県教育委員会

としての対応、また、県内の市町村における不登

校特例校設置に向けた具体的な支援について、教

育長に尋ねる。

答弁（教育長）　県教育委員会では、現在、他県の

事例を基に、不登校特例校の設置主体、転入学の

手続、教育課程、児童生徒の通学状況などの研究

を進めている。全国の先行事例では、設置主体は

市区町村立が大半で、小中学生の不登校児童生徒

が大幅に増加していることなどから、今後、市町

村に対しても、改めて不登校特例校の先行事例等

について情報提供を行い、研究を進めていただく

ようお願いしたいと考えている。引き続き、市町

村教育委員会や福祉関係部局などと連携を図りな

がら、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援

を進めてまいる。

５　自死抑制に向けた取組

質問　自殺を未然に防ぐためには、自殺の危険を

示すサインに気づき、的確な対応、声をかけ、

話を聞いて、必要な支援につなげることが必要

である。周りの人の異変に気づいたときには、

一人一人が身近なゲートキーパーとして適切に

行動することができるよう、必要な基礎知識の

普及を図り、行政機関や各地域におけるゲート

キーパー研修の受講の取組を進めるべきであ

る。今後、より自殺予防を推進していくために

も、養成に係る目標人数の明確な設定なども必

要と考える。以上のことを含め、自死抑制に向

けた取組については、何よりも生きることの阻

害要因を減らすことが重要と考えるが、本県の

これまでの取組と今後の対応策について、健康

福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　県では、生きることの阻害

要因をできる限り減らすため、自殺対策推進計画

に基づき、相談支援や普及啓発、人材育成などの

対策を重点的に進めており、相談支援体制の充実

強化を図っている。ゲートキーパーについては、

従来からの民生委員や医療・福祉関係者に加え、

県立大学の学生と連携し、高校や専門学校の生徒

を対象に養成にも力を入れている。併せて、今年

度は、若者などの関心を高める動画を新たに作成

していく。ゲートキーパーは、身近な人のＳＯＳ

に気づき、必要な支援につなぐ重要な役割を担っ

ていることから、ゲートキーパーの数を、現在の

8,000人から令和９年度までに２万人以上に増や

すことを目標に、市町村等と連携し、普及啓発や

養成研修に取り組んでいる。今後も引き続き、関

係機関と連携強化を図り、県民の命を守るための

自殺対策に全力で取り組んでまいる。

６　有明海沿岸連絡道路（要望）
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（一般質問）　令和５年６月15日

自由民主党　髙　野　洋　介

１　４年制大学の八代誘致

質問　ＴＳＭＣ進出の県南地域への波及効果は限定

的と感じ、県による大学誘致を提案したい。知事

は、世界からの｢知｣の集積との戦略を掲げ、大学

院誘致に取組み、本年２月議会で｢水俣市を半導

体関連産業の人材育成の重要拠点の一つと認識｣と

答弁された。大学設置で関係人口や交流人口が拡

大し、地域経済が活性化し、県南地域への４年制

大学誘致は重要なものと確信する。県の創造的復

興のシンボルとして、県による主体的かつ積極的

な取組をお願いし、知事の考えを尋ねる。

答弁（知事）　大学の立地により、地域の人材育成、

若者の定住や地域経済の活性化などの波及効果を

生み、地域振興に寄与すると認識する一方、国

は、私立大学新設を抑制する方針を示し、大学誘

致は厳しい状況にある。県は、ＴＳＭＣ進出を踏

まえ、県立技術短期大学校の半導体技術科新設の

ほか、水俣市で半導体人材育成への支援や、球磨

川流域大学構想理念に基づく交流人口の拡大に取

組んでいる。大学誘致の推進には、地元の熱意が

必要と考え、八代地域で機運醸成が図られたと

き、連携して誘致の可能性を検討してまいる。

２　新型コロナウイルス感染症の５類移行等を踏ま

えた今後の高齢者施設への支援

質問　感染症法上の位置付けが５類へ変更された

が、第８波までは高齢者施設内で感染者の入所を

継続したケースもあったと聞き、次の感染拡大に

向けた施設間の応援体制を進めるべきと考える。

また、昨年の介護事業者の倒産は最多で、物価高

騰対策は昨年末に支援策を講じられたが、追加支

援を行い、国への要望等も検討願う。2025年には

県内で約２千人の介護人材不足が見込まれ、この

時期こそ施設での感染者発生に備えた応援体制構

築を図ることが重要。また、物価高騰や介護人材

不足の対策について、健康福祉部長に尋ねる。

答弁（健康福祉部長）　今後の有事では、施設間相

互の応援体制強化が重要と考え、応援職員名簿に

38施設、94名に登録いただいた。経験職員への呼

びかけ、個別訪問研修を進め、体制の強化を図

る。物価高騰対策は、交付金の追加配分による追

加支援を今定例会に提案し、機会を捉え国への要

望等を行う。介護人材確保は、｢多様な人材の参

入促進｣｢職員の定着促進｣｢給料等の処遇改善｣の

観点で取組を行ってきた。本年度は新たな事業に

も着手し、現場の意見を伺いながら、市町村や関

係団体と連携し、支援に取り組んでまいる。

３　九州を支える広域防災拠点構想を踏まえた消防

学校の機能強化

質問　２年前に消防学校を視察し、老朽化や施設の

狭さを感じ、熊本地震では広域防災拠点として十

分に機能しなかったと考える。令和２年７月豪雨

でも緊急消防援助隊の宿営地となったが、途中で

変更された。こうした課題を痛感し、令和３年９

月、当時の金子総務大臣へ整備を進める財政支援

措置を要望するようお願いし、昨年２月議会でも

消防学校の整備について質問した結果、整備の前

倒しに繋がった。今回、教育訓練施設機能と九州

広域防災拠点構想で位置付けられた機能をどのよ

うに具現化させ、施設・設備を活用した教育カリ

キュラムを充実させるのか、知事に尋ねる。

答弁（知事）　消防学校は、県内唯一の消防の教育

訓練機関で、九州を支える広域防災拠点構想に位

置付けている。熊本地震では、施設の老朽化や訓

練生の受入環境の課題も再認識しており、災害の

経験を踏まえた創造的な再整備が必要と考える。

例えば、免震校舎の整備や教室等を1.6倍、屋外

訓練スペースを1.2倍に拡張し、寄宿舎はプライ

バシーに配慮した個室を定員分整備する。施設整

備と併せ、大規模災害を想定した受援訓練など、

更なる充実に向け協議を始める。消防人材の育成

機関、また、広域防災拠点として確実に機能する

よう、一層の充実強化を図ってまいる。

４　建設業界におけるＤＸの取組

質問　県内の建設会社は、長時間労働が常態化し、

さらなる人手不足に陥っている。県は、働き方改革

やデジタル技術活用の施策に取組み、中でも「遠隔

臨場」は、確認や立会など現場で実施していたこと

をスマートフォン等で行い、現場の待ち時間が短

縮され、専用アプリでは提出資料も作成できる。

デジタル技術を活用し、生産性向上と働き方改革
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を推進し、長時間労働や人手不足の解消こそ、デ

ジタル技術の活用による変革、いわゆるＤＸでは

ないか。建設産業でのデジタル技術を活用した施

策の状況と、今後の取組を土木部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　建設産業は、地域のインフラの

整備やメンテナンス等の担い手であり、災害時に

は最前線で安全・安心の確保を担う地域の守り

手として、地域経済・雇用を支える大きな役割

を担っている。県は、第３次熊本県建設産業振興プ

ランで、働き方改革の推進や生産性の向上などを掲

げ、工事現場におけるＩＣＴ活用工事や遠隔臨場

などデジタル技術を活用した取組を進めている。

今後とも、建設産業のＤＸを推進し、生産性の向

上と働き方改革にしっかりと取り組んでまいる。

５　令和２年７月豪雨関連工事における不調不落 

対策

質問　令和２年７月豪雨関連工事は、令和３年度から

不調不落が目立ち、県は対策を実施し、業者の協力

等で、昨年度末で９割超が契約され、一定の効果は

あったが十分ではない。山間部の被災現場は平野部

とは異なり、本体工事着手までに工程や時間を要

し、負担が大きい。この現状を捉え、現在も未契

約の災害復旧工事があると認識する必要がある。

県の不調不落の現状や対策の成果、そして今後ど

のように対応していくのか、土木部長に尋ねる。

答弁（土木部長）　不調不落は、昨年度の県発注工

事で15.9%の発生率となり、芦北・球磨地域の発生

率は、他地域より高い。大規模かつ激甚災害対応

では、県内全域の建設企業の協力により、復旧・

復興が着実に進んだ。引き続き、県南地域の災害

関連工事では、復興ＪＶ制度や発注標準の引上げ

等を適用してまいる。今後は、現場に即した工程

や作業効率の把握に努め、適正な予定価格を設定

し、一日も早い復旧・復興に取り組んでまいる。

６　いぐさ産地の維持

質問　いぐさは八代の地域農業を支える重要な作物

だが、作付けはピーク時の６％で戸数も減少して

いる。一方、昨年産の県産畳表価格は、過去最高

である。産地の維持には、機械体系の維持が必要

と考えるが、例えば生産者の多くが所有する選別

機部品のツメなど、現在は製造を中止されたもの

がある。今後、作付面積の維持には、生産者が安

心して生産できる環境づくりや専用機械・器具を

調達できることが重要である。そこで、いぐさ産

地維持の考えを、農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　いぐさの生産から加工過程

は、多くの機械導入で省力化や効率化が進んだ

が、産地の縮小に伴い、製造中止された機械も多

く、営農継続への不安も寄せられる。産地維持に

は、製造中止された機械・部品の確保が必要であ

る。県では関係団体・市町と連携し、製造中止機

械リストを作成し、生産者への聞き取り、メー

カーへの在庫調査を実施し、製造再開の働きかけ

や生産者への中古機械の情報提供など対応する。

生産者が安心して取り組める環境づくりを進め、

いぐさ産地を維持・発展できるよう努めてまいる。

７　カモ類による農作物被害防止対策

質問　八代地域でカモ類による農作物被害額は急増

し、八代地域での鳥獣被害額全体の約８割と深刻

である。カモは毎年、露地野菜の栽培期間と重な

る時期に渡来し、群れをなして空から侵入するた

め、従来の被害防止対策も効果的ではない。広範

囲の被害防止には、地域全体で取組むことが重要

であり、農家の負担軽減も課題である。被害対策

効果が十分でない中、安心して生産を続けられる

よう、被害リスクに対するセーフティーネットが

重要となる。そこで、(1)八代地域のカモ被害対

策の取組と、(2)鳥獣被害のセーフティーネット

について、農林水産部長に尋ねる。

答弁（農林水産部長）　(1)鳥類は飛び回って農作物

に被害を与え、対策が難しい。鳥類被害防止対策

連絡協議会で、飛来前に複数の対策を開始し、収

穫後の圃場に順次残渣をすき込むことが有効で

あった。地域全体で取組むため、パンフレットの

作成・配付、農家向け講習会を開催する。また、

作物全体をネット等で覆う方法を導入し、侵入防

止と労力削減の効果の実証事業を行う。(2)価格

被害による収入減には対応できない。一方、収入

保険は収入の下落に対して補填する制度であり、

鳥獣被害により収入が減少した場合も補填され

る。特例で最初の２年に限り同時利用が認められ

ているが、柔軟に制度選択ができるよう、必要な

制度見直しについて国に提案している。
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